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はじめに 

 

 

東日本大震災によって大きな被害を受け、使用不能となった小中学校の復旧については、

石巻市教育委員会が平成２４年３月に策定した「石巻市立学校施設災害復旧整備計画」を

もとに再建することとされている。 

これを受け、北上小学校の復旧にあたっては、北上小学校建設基本構想検討委員会（以

下「検討委員会」という。）を設置し、平成２６年９月から６回にわたる会議、ワークショ

ップを実施するとともに、小学校児童とその保護者、地区内の保育所保護者を対象とした

アンケート調査や教職員との意見交換会などを通して、要望や意見の集約に努めてきた。 

また、北上地域まちづくり委員会分科会がまとめた、にっこり地区全体計画や、拠点施

設計画、復興公営住宅計画と連携した小学校建設基本構想を進めてほしいという要望を受

け止めながら検討を進めた。 

検討委員会では、震災に伴い三校が統合して誕生した北上小学校の経緯を踏まえ、すべ

ての住民にとっての「おらほの小学校」という視座に基づき、学校のあるべき姿を「基本

構想策・基本計画定方針」として整理するとともに、必要諸室や配置の考え方について、「基

本構想・基本計画骨子」の取りまとめを行った。 

その後、保護者への説明会を開催し、さらに検討を重ねてこの度「北上小学校建設基本

構想・基本計画（案）」をまとめた。ここに石巻市教育長に報告するものである。 

 検討委員会での議論を通じて全委員に共有された問題意識は、「地域における小学校の位

置づけ」と「地域の未来の担い手である子供たちの教育」の重要性である。それを示すの

が、本報告書のサブタイトルにある「人づくり・まちづくり・夢づくり 希望の丘に お

らほの学校」である。（サブタイトルの検討過程で出された次の各案と合わせて、意を汲み取っていた

だきたい。「希望が集まる展望台、心豊かに夢よ広がれ」、「三校共に歩む架け橋に」、「つくるべ おらほの

学校」、「きたかみを愛し たくさん学び かがやく みらいを創る 北上 おらほの学校」、「希望の丘 人づく

り・町づくり・夢づくり プロジェクト ＩＮ 北上」、「自然と共に 地域と共に 笑顔と共に 夢に向かって」）

  

石巻市教育委員会においては、本報告書に示された学校、地域復興への想いを十分に受

け止め、学校づくりとまちづくりの連携を図りながら、夢をかたちにした施設整備を進め

られ、さらには実現された施設が学校と地域との繋がりを深め、学校教育に効果的に活用

されるよう、様々な施策を展開されることを強く求めたい。 

 

 

 

北上小学校建設基本構想検討委員会 

委員長 長澤 悟  
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1 基本構想・基本計画策定の背景・目的 

東日本大震災により被災した学校施設は、「石巻市立学校施設災害復旧整備計画（平成

24 年 3 月策定）」に基づき復旧整備を行っている。 

北上地区では、平成 25 年 4 月に相川小学校、吉浜小学校及び橋浦小学校の 3 校を新設

校として統合し北上小学校としているが、当分の間は橋浦小学校校舎を使用することとし

ており、北上地区の住環境の整備に合わせて、にっこりサンパーク多目的グラウンド内に

移転新築することとしている。 

移転新築する小学校の周辺は、北上地区の拠点として、総合支所等の公共施設が整備さ

れ、既存の北上中学校も隣接していることから、小学校の整備については、これらの公共

施設等と連携し、施設設備の相互利用等にも配慮する必要がある。 

これらのことから、当該地区の教育環境の正常化を図り、地域との協働やつながりも考

慮した学校づくりを行うため、北上小学校建設基本構想・基本計画を策定するものである。 

 

2 基本構想 

(1) 基本構想の概要 

基本構想は、上位計画・関連計画等を受けて、北上小学校の建設計画において目指

すべき学校づくりのコンセプトを定め、そのコンセプトに基づき、整備方針や施設の

有効活用のために必要な事項等を定めるものである。 

(2) 上位計画・関連計画等 

① 石巻市震災復興基本計画 

   【北上エリア復興整備方針】 

ア 被災状況と主な課題 

  北上エリア内の 14 集落が壊滅的な被害を受け、多くの尊い命が犠牲となった。

北上エリア全体の人的被害は、亡くなった方が 185 名、行方不明の方が 80 名

となっている。建物被災は、全壊 633 棟、大規模半壊 88 棟、半壊 47 棟となっ

ている。被災時には、14 か所の避難所に約 1,800 名の方が避難した。 

  津波により、北上総合支所、公民館、小学校（3 校のうち 2 校が全壊）、河

北消防署北上出張所、河北警察署北上駐在所等、公共施設が壊滅的な被害を受

けた。 

  国道 398 号が沈下・崩落したほか、新北上大橋の一部や新相川橋が落橋し、

また、公共下水道は全壊、上水道・通信網も破壊されるなど、ライフラインが

壊滅的な被害を受けた。 

  北上漁港（小滝、大指、小指、相川、大室）、白浜漁港ともに地盤沈下が著し

く、物揚場、船揚場、防波堤、護岸が流失・破損した。特に、相川港は東西防

波堤が全壊した。また、漁業集落も壊滅的な被害を受けた。 

  北上川沿いの約 300ha の農地が冠水し、排水機場、排水路等などが被災した

ほか、地盤沈下の影響で排水機能が低下している。 
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イ 復興整備方針 

 

(ア) みんなで築く災害に強いまちづくり 

  住民の生活を津波や高潮から防御するため、防波堤や防潮堤のほか、北上川

の河川堤防の整備を行い、安全な高台へ住宅地、総合支所等の移転を推進する。 

(イ) 市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す 

(ウ) 自然への畏敬の念を持ち、自然とともに生きる 

(エ) 未来のために伝統・文化を守り、人・新たな産業を育てる 

  教育施設等や子育て環境の復旧整備を推進するとともに、配置については津

波への安全対策や地域バランスを考慮し、適正な配置を図る。 

 

 【参考資料】 

 

▲離半島部防災集団移転促進事業 位置図（一部抜粋） 

  

■復興の目標 

居住の安全性と医療、福祉、教育体制等の確立を図り、水産業や農業の速

やかな復旧と高付加価値化を進め、恵まれた自然文化資源を活かした地域づ

くりを目指します。 
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▲にっこり地区鳥瞰イメージ 

[2013 年度]「北上地域まちづく

り委員会」支援活動報告書（公

益社団法人日本建築家協会東

北支部宮城地域会）より 

② 石巻市立学校施設災害復旧整備計画 

   【北上地区】 

   《計画》 

  平成 25 年 4 月に相川小学校、吉浜小学校及び橋浦小学校の 3 校を新設校とし

て統合し、当分の間、橋浦小学校現校舎を使用する。 

  統合小学校の本校舎は、北上地区の住環境の整備に合せて、にっこりサンパー

ク周辺に移転新築する。 

   《説明》 

  相川小学校、吉浜小学校及び橋浦小学校の 3 校は、橋浦小学校現校舎を使用し

て各校の各学年を 1 学級として合同で授業を行うなど、一体感が醸成されている。 

  また、平成 24 年 2 月に、「相川小、橋浦小、吉浜小 3 校統合に伴う高台移転に

関する請願」が相川小学校父母教師会、橋浦小学校父母教師会及び吉浜小学校父

母教師会から提出され、北上地区 3 校の統合による本校舎について、高台に移転

新築するよう要望があったことから、住環境の整備と合せてにっこりサンパーク

周辺に移転新築する。 

  本校舎を高台に移転新築するまでの期間は、暫定的措置として橋浦小学校現校

舎を使用する。 

 

③ 石巻市北上地域まちづくり委員会における計画方針 

石巻市北上地域まちづくり委員会では、にっこりサン

パーク周辺への防災集団移転促進事業に伴う新たな土地

利用計画について、平成 24 年度から継続して検討を行っ

ており、これまでに下記のとおり計画方針が取りまとめ

られている。 

【にっこり地区全体のまちづくり方針】 

○コンセプト 

「オープンスペースを軸として、風景や活気が 

繋がっていく、公園のようなまち」 

○計画のポイント・概要 

1 にっこり北住宅団地については、北上川へ

の視線と軸線を活かした計画とする。 

2 北上川への視線と軸線を活かすために、子

供たちが日々遊んだり、勉強したり、スポーツ、

イベントなどが行われ、賑わいの溢れる場所と

なるオープンスペースを北上川へ向かう軸線

上に緩やかにつなげる。 ▲にっこり地区全体イメージ 

[2013 年度]「北上地域まちづくり委員会」 

支援活動報告書を参考に作成 
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3 賑わいが街のどこにいても感じられるよう、オープンスペースを取り囲むように

公共施設を配置する。公共施設はその性格に従って、下記の 3 つのストリートを構

成するように配置する。 

 

 アスレチックストリート 

野球場、テニスコート、クラブハウス

と、エリア内の駐車場を活かした、周囲

から人を呼び込む拠点。 

 学びのストリート 

中学校・小学校・保育所・放課後児童

クラブなどをつなぐ、交流の拠点。 

 まちの顔となるストリート 

国道側から見て、北上地域の顔となる

ように、総合支所・公民館・消防署・駐

在所など、出来るだけ夜でも明かりがつ

いているような施設を配置。 

 

(3) 小学校の現状 

① 北上地区の小学校沿革 

ア 相川小学校 

明治 6 年    実法院に十ヶ濱小学校として創立 

明治 12 年 1 月 相川小学校と改称 

明治 29 年 6 月 三陸地震により被災（津波により一切流失） 

明治 30 年 5 月 相川 100 番地に移転 

昭和 22 年 4 月 新学制により十三浜村立相川小学校に改編 

昭和 52 年 3 月 新校舎竣工 

昭和 55 年 4 月 大指分校を統合 

平成 23 年 3 月 東日本大震災により被災（校舎水没、体育館流失） 

平成 23 年 4 月 橋浦小学校を間借りし授業再開 

平成 25 年 4 月 北上地区三小学校が統合し北上小学校となる 

平成 25 年 10 月 被災校舎解体完了 

 

イ 橋浦小学校 

明治 6 年 3 月 洞泉院に橋浦小学校を創立 

明治 25 年 6 月 橋浦尋常小学校と改称、橋浦尋常小学校女川分教場を開設 

明治 28 年 6 月 橋浦村大須新田上田中に移転 

▲３つのストリート 

北上かわらばん 2014 年 11 月号（号外）を

参考に作成 
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明治 38 年 7 月 高等科を併置し橋浦尋常高等小学校となる 

大正 11 年 8 月 河川改修に伴い現在地に移転 

昭和 22 年 4 月 新学制により橋浦村立橋浦小学校、橋浦村立橋浦中学校に改編 

昭和 56 年 3 月 新校舎竣工 

平成 23 年 4 月 相川小学校、吉浜小学校に教室提供 

平成 25 年 4 月 北上地区三小学校が統合し北上小学校となる 

 

ウ 吉浜小学校 

明治 8 年 5 月 追波、吉濱、月濱の寺子屋を統合し、追波小学校を創立 

明治 22 年 4 月 白濱小学校と統合し吉濱小学校に改称、白濱に白濱分教場を開設 

昭和 22 年 5 月 新学制により十三浜村立吉浜小学校に改編 

昭和 53 年 3 月 十三浜東田 50 番地 3 に移転 

平成 23 年 3 月 東日本大震災により被災（校舎水没、体育館天井付近まで浸水） 

平成 23 年 4 月 橋浦小学校を間借りし授業再開 

平成 25 年 4 月 北上地区三小学校が統合し北上小学校となる 

平成 25 年 10 月 被災校舎解体完了 

 

② 学校経営方針 

ア 学校経営方針 

(ア) 基本方針 

夢と志をもち、ともに学ぶよさを通して、豊かな知恵と心たくましい体を育

み、ふるさとを愛し、未来を創る児童の育成を目指す。 

(イ) 教育目標 

「ふるさとを愛し、豊かな知恵と心をもち、たくましく生きる児童の育成」 

 

③ 児童数の現況及び将来推計 

平成 26年度における児童数は 113人であり、学級数は普通学級が各学年 1学級、

特別支援学級が 3 学級、合計 9 学級である。児童数は今後ゆるやかに減少し、平成

31 年度には 100 人を下回るものと推定される。 

 

ア 在籍児童数・学級数                 単位：（男・女・計）人 

     ・平成 26 年 5 月 1 日現在                      （学級数）学級 

 

1 1年 2年 3年 4年 5年 6年 情緒 知的 病虚弱 計
児童数 男 8 9 9 11 9 14 1 1 0 62

女 5 6 8 7 11 12 1 0 1 51
学級数 計 13 15 17 18 20 26 2 1 1 113

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

児
童
数
学級数

学年
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イ 将来推計                           単位：人 

 

     ※H22～26：学校基本調査結果（各年 5 月 1 日現在） 
     ※H27～31：石巻市教育委員会試算 

 

 

(4) 計画地の概要 
 

建設予定地 
石巻市北上町十三浜小田地内 

（にっこりサンパーク多目的グラウンド内） 

敷地面積 約 12,200 ㎡ 

土地所有者 石巻市 

 

 

建設予定地位置図 

 

学年 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31
１年 34 21 19 16 13 16 20 18 18 12
２年 33 26 18 19 17 13 16 20 18 18
３年 40 30 21 18 18 17 13 16 20 18
４年 36 32 28 20 18 18 17 13 16 20
５年 38 29 29 28 20 18 18 17 13 16
６年 33 38 29 29 27 20 18 18 17 13
計 214 176 144 130 113 102 102 102 102 97
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① 北上地区及び周辺地域の地域性等 

北上地区は石巻市の北東部に位置し、山、川、海の豊かな自然を有している。 

周辺の地形条件については、東に追波湾、南に北上川、北は翁倉山をはじめとす

る山地となっている。 

東日本大震災時には、北上川に沿って多くの地域が浸水したが、建設予定地に関

しては浸水被害を免れている。 

 

② 建設予定地及び周辺の現況、土地利用計画 

ア 建設予定地及び周辺の現況 

建設予定地は、にっこりサンパーク多目的グラウンドの北側部分である。 

にっこりサンパーク多目的グラウンドは、現在、応急仮設住宅用地として利用

されている。 

建設予定地の東側には北上中学校が立地しており、北側にはクラブハウス、テ

ニスコート、野球場が立地している。西側は法面となっており、高台に児童公園

が整備されている。 
 

イ 土地利用計画 

建設予定地周辺においては、石巻市震災復興基本計画に基づき、高台への防災

集団移転、地域拠点としての公共施設等の集積が計画されている。 

今後、北上にっこり地区拠点施設基本計画に基づき、にっこりサンパーク多目

的グラウンドの南側部分には、公共施設を集約させ、公民館機能を備えた総合支

所、消防署出張所、こども園等を建設する予定である。 

また、西側の法面と児童公園部分は、にっこり団地地区防災集団移転促進事業

に基づき、住宅地が形成される予定である。 
 

ウ 法規制 

用途地域（建ぺい率／

容積率） 

都市計画区域外（―／―） 

防火地域 指定なし 

その他の地域 建築基準法第 22 条の規定による区域の指定なし 

高さ制限 なし 

日影規制 なし 

災害予想 

 津波ハザードマップ 浸水深 0m 

 洪水ハザードマップ 浸水深 0m 

 急傾斜地崩壊危険区域（急傾斜地の崩壊による災害

の防止に関する法律） 指定なし 

 地すべり防止区域（地すべり等防止法） 指定なし 

 土砂災害警戒区域等指定箇所 指定なし 
 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設予定地及び周辺現況配置図 
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にっこり団地土地利用計画配置図 

  

にっこり団地土地利用計画配置図 
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(5) 学校づくりのコンセプト 

① ともに学び 楽しい学校づくり 

  北上小学校は、平成 25 年 4 月に相川小学校、橋浦小学校、吉浜小学校の 3 校

統合により新設された。 

  新築される北上小学校は、家庭・地域と連携し、ともに歩みながら、当該校

の教育目標である「ふるさとを愛し、豊かな知恵と心をもち、たくましく生き

る児童の育成」への取り組みについて、多様な活動が展開できる場とする。 

  また、学校は児童にとって学習の場だけではなく、生活の場としても機能す

るものであることから、児童の笑顔と元気があふれ、心身ともに健康な学校生

活を送ることができる楽しい場とする。 

 

② 質の高い教育環境を実現する学校づくり 

  新校舎の建設予定地には、隣接してこども園が整備されることに加え、既存

の北上中学校が隣接しており、子供たちは義務教育が終了するまでの長期間を、

この地区で過ごすようになる。このことから、児童の成長を見守るとともに、

多様化する教育内容への対応、地域コミュニティの強化、積極的な体力づくり

の推進など、長期を見通した質の高い教育環境を備える。 

  市教育委員会ではかねてから小中連携教育に取り組んでいるが、北上地区で

は、その特性を活かし、幼・保・小・中の連携を推進することにより、更なる

教育効果の向上が図れるようにする。 

 

③ 地域に親しまれ、地域とともに創る学校づくり 

  現在、市内の各地区において復興事業が進捗しているところであり、北上地

区においても、各集落の高台への集団移転が行われるほか、にっこりサンパー

ク多目的グラウンド内に公共施設等の集積地が整備される予定となっている。 

  これら整備される周辺の施設と連携し、地域としての一体感が得られるよう

にするとともに、地域における学校の役割や、地域とのかかわり方、地域の歴

史・文化との向き合い方に、十分配慮する。 

  このことから、地域全体で地域の子供を育てていけるように、また、地域住

民が子供の元気を感じながら生活することができるようにする。 

  また、北上地区の象徴を意匠に取り入れるなど、「ふるさと」を感じられる施

設となるよう留意する。 

 

④ 安全で安心できる学校づくり 

  新たに学校を整備するに当たり、地域住民の総意として、災害発生時に児童

等の生命を守ることのできる安全・安心な学校とする。 

  東日本大震災の最大の被災地としての教訓を踏まえ、防災機能の強化を図り、

安全・安心を確保する。 
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⑤ 北上地区の雄大な自然と共存する学校づくり 

  北上地区は、北上川、追波湾、翁倉山からなる山並みなど、雄大な自然が豊

富にあることが特徴である。子供たちにとって北上地区で育つことは、地域へ

の誇りと愛着を育て、また、自然への畏敬の念を持ちつつ、自然の恵みに感謝

し、自然とともに生活することを体得する時間となる。 

  自然に触れることで、感謝の心や、考える力など心の健全さとともに、強い

身体をはぐくむことができる。 

  そのため、学校では周辺の自然の雄大さを身近に感じられるようにする。 

  自然豊かな特長を持つ北上地区だからこそ、児童や地域住民の自然環境及び

地球環境への関心を一層高められるような、環境にやさしい施設整備を行う。 

 

(6) 整備方針 

① 基本的な施設機能 

ア コンパクトで機能的な施設 

  児童数に応じた適切な施設規模とし、利用効率の高い活気のある学校づくり

を図り、一体感がある施設とする。 

  児童の学習の場、生活の場としての機能を備える。 

 

イ 明るく、様々な交流を生み出す施設 

  児童の笑顔と元気があふれ、毎日学校に登校することが楽しいと思えるよう

な明るい雰囲気とする。 

  児童と教職員との交流に配慮する。 

  学年を越えた活動を通じて、児童が楽しく過ごし、かつ、自尊感情、規範意

識、コミュニケーション能力、リーダーシップ等が醸成できるよう、異学年交

流に配慮する。 

 

ウ バリアフリー・ユニバーサルデザインに配慮した施設 

  全ての児童が生活しやすいように、ユニバーサルデザインに配慮し、スロー

プや手すりの設置、段差の解消、多目的トイレの整備等、バリアフリーな施設

とする。 

 

エ 児童や教職員にとって居心地のよい施設 

  児童及び職員が長い時間を過ごす生活の場として、居心地がよく、安らぎを

感じることができるようにする。 

  また、児童の心身の健康を確保するため、保健室や教育相談室を立ち寄りや

すい位置に配置するなど、児童や保護者が安心して利用することができるよう

にする。 
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オ 維持管理しやすく、長期にわたり機能性を確保できる長寿命な施設 

  必要な機能を満たし、維持管理が容易で、ランニングコストを抑えられる施

設とする。 

 

② 高機能かつ柔軟な施設機能 

ア 学年に応じた教育ができる施設 

  どの学年の児童も使いやすく、落ち着いて学習することができ、学年に応じ

た教育が行えるようにする。 

  例えば、普通教室は児童の集中力や、教科や学習内容に応じて多様な使い方

が可能となるよう工夫する。また、図書室は学年に応じた書架配置や、読書ス

ペースの確保ができるように配慮する。 

 

イ 少人数指導、協同学習に柔軟に対応できる施設 

  少人数指導や協同学習に対応できる学習空間を有し、柔軟な運用が可能な施

設とする。 

 

ウ 多様化する教育内容に適切に対応できる施設 

  学校では、国際化や情報化など社会環境の変化に応じ、多様な教育を展開し

ていくことも重要である。 

  このため、ICT 等による先進的な教育活動が効果的に行える施設とする。 

 

③ 幼・保・小・中の連携に配慮した施設機能 

ア 幼児・児童・生徒の交流ができる施設 

  義務教育 9 年間を見通した教育を積極的に進め、学習指導、生活指導の効果

を高めることができるよう、隣接する北上中学校と連携し、交流することを想

定する。 

  幼児期の教育と小学校教育が円滑に接続できるよう、隣接するこども園と連

携し、交流することを想定する。 

 

イ 小・中教職員同士の交流ができる施設 

  小・中教員同士が情報交換しやすいように配慮する。 

 

④ 地域との交流に配慮した施設機能 

ア 保護者や地域住民と児童との交流を想定した施設 

  学校と地域が一体となり、児童を育てていけるよう、地域住民が親しみを持

てる施設とする。 
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  また、PTA 活動、授業や学校生活を通じた交流活動、イベントの開催等を想

定し、来校者（保護者、地域住民等）の安らぎと豊かなコミュニケーションに

も配慮する。 

 

イ 学校の歴史と地域文化の継承に配慮した施設 

  旧相川小学校、旧橋浦小学校及び旧吉浜小学校の歴史を尊重する。 

  ふるさとの良さを大切にし、地域の伝統文化を後世に伝えていく役目を大切

にする。 

 

⑤ 児童の健康と安全に配慮した施設機能 

ア 健康で快適な室内環境 

  日照、自然採光、自然通風（自然換気）を生かし、健康で快適な室内環境を

実現する。 

 

イ 気軽に体力づくりに取り組める施設 

  児童の体力及び運動技能の向上、心身の健康維持のため、グラウンド、屋内

運動場等の空間を十分に確保する。 

  外周ランニングコースを設けることを検討する。 

 

ウ 死角のない安全な施設 

  屋内外ともに死角をなくし、教職員のみならず周辺住民等が児童を見守り、

児童の安全を確保する。 

  校内を見渡せる位置に職員室を配置する等、セキュリティに配慮し、不審者

等に対して適切に対応できる施設とする。 

 

⑥ 防災に配慮した施設機能 

ア 災害から子供たちの命を守る安全・安心な施設 

  災害に強く、子供たちの命を守る安全・安心な施設とする。 

 

イ 防災機能を確保した施設 

  当該地域の主たる防災機能は、総合支所が担うことを前提とした上、小学校

についても機能分担を行い、必要な防災機能を整備する。 

  施設の耐震性や情報通信機能の確保等、学校としての防災機能に配慮する。 

 

⑦ 地球環境へ配慮した施設機能 

ア 自然エネルギーを活用した施設 

  自然採光、風通し（自然換気）、太陽光発電等の自然エネルギーを積極的に

活用し、地球環境に配慮する。 

  自然エネルギーの活用を進め、環境教育に役立てることができるようにする。 



14 
 

イ 県産木材を使用した施設 

  木と触れ合い、ぬくもりや安らぎを感じることができる施設として整備する。 

  木材の使用に際しては、県産材の活用に努める。 

 

ウ 敷地の緑化の充実を積極的に図った施設 

  北上地区の自然と調和し、樹木、花壇、畑等の充実を積極的に行い、敷地の

緑化を行う等、豊かな屋外教育環境を有する施設とする。 

 

⑧ まちづくりの中での役割 

ア 周辺公共施設との連携 

  建設予定地の周辺では、総合支所等の公共施設、防災集団移転住宅等の住宅

地の整備が行われている。また、中学校やにっこりサンパークとして野球場や

テニスコート等の運動施設があることから、これらのまちづくりの中で小学校

が果たす役割を十分に認識して整備を行う必要がある。 

  にっこり地区に整備される公共施設との連携を考慮し、適切に機能分担を行

い、相互利用を図る等、効率的な施設として整備を行う。 

  周辺公共施設の敷地内を含め、児童が安全かつ円滑に移動できるよう、車や

人の動線に配慮する。 

 

(ア) 中学校との連携 

  学習・生活・遊び等多方面にわたり小学校と中学校が連携できるように、

諸室や施設配置を工夫する。 

  放課後、中学生の部活動の場として体育館を使用することを想定する。 

  中学生との交流を図り、読み聞かせの活動を継続するとともに、ランチ

ルームにおいて、中学生との会食を行うことなどを想定する。 

 

(イ) 総合支所との連携 

  児童の安全性や地域住民との交流に配慮し、総合支所敷地内の住民バス

停留所を小学校及び中学校のスクールバスの乗降場所として利用すること

を検討する。 

  総合支所に併設する公民館には、図書館、調理実習室、小ホール等が整

備される予定であることから、北上小学校については、公民館の各諸室と

の利用も想定し、総合支所等の整備計画と調整を図りながら計画を進める。 

 

(ウ) 放課後児童クラブ 

  小学校のグラウンドや遊具は、放課後児童クラブの児童も使用すること

を想定する。 
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イ 地域との連携 

(ア) まちづくり全体の方針 

  「オープンスペースを軸として、風景や活気が繋がっていく、公園のよ

うなまち」をコンセプトに、にっこり地区の北側高台に整備される住宅地

から、野球場、小学校及び中学校のグラウンド、総合支所の駐車場（広場）

等のオープンスペースが緩やかに繋がる配置案が、にっこり地区全体の土

地利用計画として、北上地域まちづくり委員会から提案されている。 

  北上小学校の施設配置については、当該コンセプトに沿った計画とする。 

 

(イ) 地域との交流 

  北上小学校では、地域の方を講師に招いた学習を実施してきたことから、

このような学習を通じて地域住民との交流を深めることを想定する。 

  ランチルームにおいて、地域住民との会食を行うことも想定する。 

 

(ウ) 地域の産業・文化 

  地域の産業である農業・漁業を身近に感じることができるようにする。 

  北上地区の児童は、地域の伝統文化として北上太鼓に積極的に取り組ん

でおり、校内において太鼓の練習や発表を行うことができるように、活動

スペースや収納スペースを確保する。 

 

ウ 自然環境との連携 

  北上地区の雄大な自然を身近に感じることができ、見晴らしの良い施設配置

となるよう工夫する。また、児童の遊び場としてもこれらの自然を活用する。 

 

(7) 施設の有効活用のために必要な事項 

新しい北上小学校が目指す教育環境は、魅力ある教育活動によって、その効果がよ

り秀でたものとなることから、今後は、幼・保・小・中が近接した敷地で学ぶという

特性を活かした教育活動の具体的な検討や、地域全体で子供を支えていくためのシス

テム作り等についても検討を深めていくことが必要である。 

また、公共施設が近隣に整備されることを考慮し、相互利用を図る等、効率的な施

設として整備を行う必要があることから、設計や建築工事等については各関係機関が

連携して取り組んでいくことが重要である。 

 

(8) 事業スケジュール 

設計及び建築工事については、地区の住環境の整備状況や、周辺に建設される公共

施設の整備計画を考慮しながら、適切な時期に必要な事業を行うこととする。 
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3 基本計画 

(1) 基本計画の概要 

基本計画は、基本構想のコンセプト・整備方針に基づき、配置計画、諸室計画、構

造計画、設備計画に関する基本的な考え方を整理し、設計等の指針となることを目的

とする。 

 

(2) 施設規模 

施設規模は、北上地区の児童数に応じた学校規模について検討し、児童数や維持管

理費等の長期的な負担を考慮した上で、必要な施設を合理的かつコンパクトに整備す

る。 

① 計画学級数 

学級数 8（普通学級：6、特別支援学級：2） 

 

② 施設規模（上限※） 

敷 地：12,200 ㎡ 

校 舎： 3,500 ㎡程度 

体育館：   900 ㎡程度 

プール：   700 ㎡程度 

※北上小学校の整備については、被災した相川小学校及び吉浜小学校の公立学校施設災害復旧

整備費補助金で整備できる面積を上限として整備することとしている。 

 

(3) 配置計画 

① 配置計画の前提条件 

北上小学校建設基本構想検討委員会においては、小学校の配置に関する意見のみ

ならず、周辺公共施設との連携やまちづくりに関する意見等についても示されてい

る。また、「北上地域まちづくり委員会」においては、まちづくり全体のコンセプ

トとして「オープンスペースを軸として、風景や活気が繋がっていく、公園のよう

なまち」が提案されている。 

配置計画は、これらの意見に基づき、校舎等の配置、周辺施設との連携、自然環

境との調和の３点を軸として検討する。 

 

ア 校舎等の配置 

  校舎等は必要十分な大きさを確保し、教育活動、運動、安全等に留意して配

置する。 

  駐車スペースは、教職員及び来客用の必要台数として 30台程度を確保する。 

  プール及び体育館は、地上配置を基本とする。 

  グラウンドは、児童が十分に運動できるよう、150m トラック及び 50m 直線

コース以上を確保する。 
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イ 周辺施設との連携 

  地域の賑わいが感じられるよう、周辺施

設(中学校や総合支所等)との連携を想定し、

相互に有機的な施設配置、動線に配慮する。 

  小学校のグラウンドや遊具は、放課後児

童クラブの児童も使用しやすいようにする。 

  中学生との連携として、本の読み聞かせ

活動、ランチルームでの会食等を行えるよ

うにする。また、部活動での体育館利用等、

今後の学校運営における施設の相互利用を

検討するなど、多様な運営が可能となるよ

う考慮し、正門他、敷地出入口は南・東に

配置することを基本とする。 

  駐車場出入口は、広域からのアクセス道路に面して配置することを基本とす

る。 

  児童の安全性を確保するとともに、地域住民や教職員との交流に配慮し、総

合支所敷地内の住民バス停留所や駐車場をスクールバスの乗降場所として利

用することを検討する。その場合、安全な移動経路を確保する。 

 

ウ 自然環境との調和 

  児童が、周辺の自然の雄大さを身近に感じ

られるよう、景観へ配慮する。 

  北上川への視線を意識し、南東側へ開けた

視線を確保するよう努める。 

  にっこり団地から北上川への視線と軸を

活かす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲周辺施設との連携イメージ 

▲各施設からの眺望イメージ 

[2013年度]「北上地域まちづくり委

員会」支援活動報告書を参考に作成 
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② 配置案 

ア 配置案の検討 

小学校の配置計画については、校舎北側配置案（後述のＡ案）及び校舎東側配置

案（後述のＢ案）の 2 案に関し、委員によるワークショップ形式の意見交換や教職

員との意見交換による検討を行っている。これらの意見を集約し、複数の配置案を

示す。 

 

イ 配置案の位置づけ 

各配置案は、検討委員会や教職員との意見交換において示された特徴及び課題等

を整理した上で、まとめたものである。 

最終的な配置については、設計の段階において決定することとなるが、各案に見

られる検討委員会における意見を考慮の上、学校や地域と十分な意見交換を行いな

がら決定するものとする。 

 

ウ 検討の視点 

配置案の検討に当たっては、以下の３つの視点を基本として重視した。 

 

視点１：校舎及びグラウンドの日当たり 

視点２：こども園・中学校・総合支所との連携 

視点３：グラウンド面積の広さ 

 

また、各配置案に共通する留意事項を次の表、図に示す。 

 

各案共通の留意事項 視点１ 視点２ 視点３ 

小学校敷

地に係る

事項 

校舎及びグラウンドの日当たり確保 ○   

コンパクトな校舎   ○ 

十分に運動ができる広さのグラウンド   ○ 

屋外学習環境の確保   ○ 

周辺全体

に係る事

項 

周辺施設との連携  ○  

児童の安全・安心の確保 

（地域による見守り・交通安全） 
 ○  

外周ランニングコースの確保   ○ 

周辺の各

施設等に

係る事項 

多世代交流機能の確保  ○  

こども園との交流機能の確保  ○  

中学校との交流機能の確保  ○  

総合支所との連携  ○  

にっこり団地から北上川を望む景観に配慮  ○  
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以降に示す各配置案に共通する留意事項を図に示す。 

 

 
 

各案共通の留意事項 
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［Ａ案］ 

 

［Ａ２案］ 
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［Ａ３案］ 

 

［Ｂ案］ 
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［Ｃ案］ 

 

［Ｄ案］ 
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配置案の比較表 

配置案 各施設の規模 

主な特徴と、今後検討すべき課題 

校舎 グラウンド 

周辺施設との連携 

プール・駐車場 こども園・ 

放課後児童クラブ 
中学校 総合支所 

Ａ案 
校舎北側 
配置・ 
2階建 

 校舎 延床面積3,000㎡ 
 グラウンド4,300㎡程度 
（150mトラック、50m直線
コース） 

 遊具スペース300㎡程度 
 教室の日当たり、眺望が良
好である。 

 グラウンドと一体感がある
（普通教室がグラウンドに
面している）。 

 グラウンドの日当たりが良好である。 

 

 体育館と中学校が離れ
ている。 

 グラウンドと総合支所駐
車場の一体的利用がで
きる。 

 プールの日当たりが
良好である。 

Ａ２案 
校舎北側 
配置・ 
2階建 

 校舎 延床面積3,000㎡ 
 グラウンド5,000㎡程度 
（200mトラック、80m直線
コース） 

 遊具スペース400㎡程度 

 グラウンドの日当たりが良好である。 
 グラウンドを広めに確保できる。 
 トラックのコーナーがやや急となる。 

 プールの日当たりが
良好である。 

 駐車場の確保に工
夫が必要である。 

Ａ３案 
校舎北側 
配置・ 
3階建 

 校舎 延床面積3,200㎡ 
 グラウンド5,400㎡程度 
（200mトラック（公認）、
80m直線コース） 

 遊具スペース350㎡程度 

 グラウンドと一体感がある
（普通教室がグラウンドに
面している）。 

 採光や通風に配慮が必要
である。 

 グラウンドの日当たりが良好である。 
 グラウンドを広めに確保できる。最大
で100m直線コースを配置できる。 

 トラックと建物・フェンスの間に十分な
スペースが確保できない。 

 
 駐車場の確保に工
夫が必要である。 

Ｂ案 
校舎東側 
配置・ 
2階建 

 校舎 延床面積3,000㎡ 
 グラウンド4,400㎡程度 
（150mトラック、50m直線
コース） 

 遊具スペース300㎡程度 

 教室へのプールからの音
に、配慮が必要である。 

 

 放課後児童クラブまで
の移動距離が短く、か
つ、自動車との交錯が
なく安全にアクセスでき
る。 

 中学校までの移動距離
が短く、アクセスが良好
である。 

 住民バス停留所までの
移動距離が短く、かつ、
自動車との交錯がなく
安全にアクセスできる。 

 プールの日当たりが
良好である。 

 プールの位置が、中学校や総合支所と一番近接する位置にある。 

Ｃ案 
校舎西側 
配置・ 
2階建 

 校舎 延床面積3,000㎡ 
 グラウンド4,400㎡程度 
（150mトラック、50m直線
コース） 

 遊具スペース300㎡程度 

 教室へのプールからの音
に、配慮が必要である。 

 

 放課後児童クラブまで
の移動距離が短く、か
つ、自動車との交錯が
なく安全にアクセスでき
る。 

 体育館と中学校が離れ
ている。 

 グラウンドと総合支所駐
車場の一体的利用がで
きる。 

 住民バス停留所までの
移動距離が短く、かつ、
自動車との交錯がなく
安全にアクセスできる。 

 プールの日当たりが
良好である。 

Ｄ案 
校舎南側
配置・ 
3階建 

 校舎 延床面積3,200㎡ 
 グラウンド5,400㎡程度 
（200mトラック（公認）、
80m直線コース） 

 遊具スペース400㎡程度 

 採光や通風に配慮が必要
である。 

 グラウンドを広めに確保できる。 
 トラックと建物・フェンスの間に十分な
スペースが確保できない。 

 放課後児童クラブまで
の移動距離が短く、か
つ、自動車との交錯が
なく安全にアクセスでき
る。 

 中学校までの移動距離
が短く、アクセスが良好
である。 

 住民バス停留所までの
移動距離が短く、かつ、
自動車との交錯がなく
安全にアクセスできる。 

 駐車場の確保に工
夫が必要である。 

 



25 
 

(4) 諸室計画 

校舎の規模は、普通学級 6 学級、特別支援学級 2 学級とし、小学校において必要十

分な施設を、合理的かつコンパクトに整備し、一体感のある施設とすることを基本と

する。 

必要諸室は、児童や学習内容に応じた教育、地域に根ざした学習活動が展開できる

よう、各教室に必要な機能を満たしながら柔軟に組み立てる。 

また、限られた敷地の中で、有機的に関連づけて配置するとともに、中学生や地域

住民との交流についても配慮した施設とすることが重要である。音楽、図画工作、家

庭科等での授業においては、地域住民を講師として招くことも想定する。 

 

① 校舎棟 

ア 普通教室 

  普通教室は 6 教室とし、多様な教育活動が展開できるよう配慮する。 

イ 多目的スペース 

  多目的スペースは、普通教室と隣接して設置し、多様な学習活動、集会や交

流等、学校生活を豊かにする場として整備する。 

  デン（子供のための小空間）、図書コーナー、流しのコーナー、教材スペース

等の機能を持たせることを検討する。 

ウ 特別支援学級 

  特別支援学級は 2 教室とし、吊り遊具やクールダウン用スペース（小部屋等）

の設置等、障害種別に応じた多様な形態により利用することができるよう配慮

する。 

  水飲み場やシャワールーム（洗体用）等、日常生活の指導に必要な設備の設

置を検討する。 

エ 多目的教室 

  多目的教室は、少人数学習や異学年交流、通級指導等、多目的に使用できる

ゆとりある空間とする。 

オ メディアセンター（図書室・コンピューター室） 

  図書室とコンピューター室の機能を併せ持つメディアセンターを設置する。 

  メディアセンターは、普通教室から移動しやすい場所に配置し、児童が気軽

に立ち寄れる室となるよう配慮する。 

  図書室とコンピューター室は、間仕切り壁をガラス張り（防音性を確保）に

する等、メディアセンター全体が広がりを持った空間となるよう構成する。 

  リラックスした雰囲気で、学習や読書ができるようにする。また、中学生に

よる読み聞かせ等の交流が行える場を設ける。 

  図書室には、図書とコンピューターによる調べ学習等を同時にできる自主学

習スペースを確保する。 
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カ 特別教室 

(ア) 理科教室 

  理科教室は 1 教室とし、実験や観察を考慮した部屋とする。 

  観察テラス等を設ける。 

  理科準備室を設ける。 

(イ) 音楽教室 

  音楽教室は 1 教室とし、音楽の喜びが感じられる室とする。 

  音響及び防音に配慮した部屋とする。 

  授業やその他の音楽発表が行えるように、３段程度の合唱用ステージの設

置を検討する。 

  音楽準備室を設け、十分な楽器収納量を確保する。 

(ウ) 図画工作教室 

  図画工作教室は 1 教室とし、ものづくりの楽しさを育てられる室とする。 

  児童の作品を廊下側に展示するスペースを確保する。 

  図画工作準備室を設ける。 

(エ) 家庭教室 

  家庭教室は 1 教室とし、被服と調理の実習が可能となるよう計画する。 

  被服と調理それぞれの教材を収納するスペースを確保する。 

  調理台の熱源は、教育と災害時対応の観点に配慮して検討する。 

  家庭準備室を設ける。 

(オ) その他 

  外国語活動室の設置を検討する。 

  生活科教室は、低学年の児童が体験学習等で利用することを想定し、多目

的教室と共用とする。 

キ 管理諸室 

(ア) 校長室・応接室 

  校長室は、応接室と一体として整備し、職員室から直接出入りができるよ

う計画する。 

  全校の様子が把握しやすい位置とする。 

(イ) 職員室・事務室 

  職員室は、グラウンドを見渡せる等、防犯対策や緊急対応がしやすい配置

や動線となるよう計画する。また、来客対応にも配慮する。 

  教職員がリフレッシュでき、コミュニケーションがとれるラウンジスペー

スを設ける。 

  児童に安心感を与え、訪れやすい設えとする。 

  職員室は、事務室と一体として整備する。 

  打合せスペース、教材収納スペース等を備え、給湯室、印刷室を近接する。 
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(ウ) 保健室 

  保健室は、グラウンドから直接出入りができ、緊急時の対応がスムーズに

できるよう配慮した配置及び動線とする。 

  職員室との連携に配慮する。 

  保健教育の拠点となるよう、児童の目に触れやすい位置とし、掲示面を確

保する。 

  児童の精神的な支えの場となるよう配慮する。 

  教育相談室を隣接し、相互に往来可能とする。 

(エ) 会議室 

  会議室は、職員室に近接した場所に設置し、全職員が会議を行うことを想

定した広さとする。 

(オ) 教育相談室 

  教育相談室は、相談者のプライバシーを配慮する等、カウンセリングしや

すい落ちついた雰囲気となるよう考慮する。 

ク 給食関連諸室 

(ア) ランチルーム 

  ランチルームは、全校児童、教職員が一斉に使用できる程度以上の広さと

する。 

  異学年交流を目的とし、児童や教職員の給食の場だけでなく、園児、中学

生、地域住民との会食や交流を行うことも想定する。 

  地域の老人ホームの方を招いたり、家庭科の授業で講師を招いた時などに

家庭教室で調理したものを食事することも想定する。 

  北上地区の雄大な自然を眺められるような配置を検討する。 

ケ その他 

(ア) 歴史展示スペース 

  旧相川小学校、旧橋浦小学校、旧吉浜小学校の歴史及び北上地区に関する

資料・校旗等を保存・展示できるようなスペースを設ける。 

  歴史展示スペースは、学校を訪れた人の目に留まるような場所に配置する

ことが望ましい。 

(イ) PTA 室・地域活動室 

  PTA 室・地域活動室は、PTA 活動や、学校を支援する活動を行う人たち

が使用する室とする。 

(ウ) 便所（児童用） 

  便所は、快適性に配慮し、自然採光や風通し（自然換気）を取り入れ、明

るい安らぎの空間となるよう計画する。 

  バリアフリー・ユニバーサルデザインに配慮し、便器は低学年児童も使い

やすいものとする。 
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(エ) その他学校運営上必要な諸室等（例） 

  放送室、児童会室、防災関連室、更衣室（児童用、教職員用）、書庫、資

料室、教材室、印刷室、給湯室、給食搬入口、配膳室・ワゴンプール、エレ

ベーター、用務員作業室、便所（来賓・教職員用、多目的）、来賓・教職員

玄関、通用口、倉庫、油庫、機械室、昇降口、洗面所、廊下、階段 等 

  なお、共用部はバリアフリー・ユニバーサルデザインに配慮するとともに、

学校集会、イベント、あるいは災害発生による避難時等、非日常時にも十分

に対応可能な配置・規模・設備を持たせる。 

 

② 屋内運動場 

  屋内運動場は、教育活動上必要十分な広さ（ミニバスケットコート 2 面分以

上）とし、振動、騒音対策に配慮する。 

  屋内運動場では、近隣小学校児童が集まり、バスケットボール大会が行われ

ることを想定する。 

  放課後、中学生の部活動の場として体育館を使用したり、地域開放を行った

りすることを想定する。 

  屋内運動場用管理諸室として、更衣室、便所、洗面所、器具庫を設ける。 

  屋内運動場には固定式のステージを設け、ステージ両脇に袖舞台としての機

能を持たせた控室を設ける。 

  学芸会の開催等に配慮し、校舎から控室までのバック動線の確保について検

討する。 

 

③ プール 

  プールは、25m×5 コース程度とし、地上に配置することを基本とする。 

  児童の安全、日当たり、利便性、防災機能、メンテナンス性等を考慮した配

置とする。 

  夏休み中の児童へのプール開放等を考慮しておく。 

  プール用管理諸室として、プール用更衣室（男女別）、便所、プール用シャワ

ー、器具庫、機械室を設ける。 

  日除け、外部からの視線を遮ることのできるフェンス等の整備を検討する。 

 

④ グラウンド・外構等 

ア グラウンド 

  グラウンドは、150m トラック、及び 50m 直線コースが収まる程度以上の広

さとし、面積を広く確保できるよう検討する。 

  運動遊具スペースを十分に設ける。 
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  小学校のグラウンドや遊具は、放課後児童クラブの児童も使用することに配

慮した配置とする。 

  畑、動物の飼育小屋、ビオトープを設ける等、屋外学習環境を整備する。 

  石灰やライン引き等頻繁に使用する用具及びイベント用具等の保管のために

屋外倉庫を設置する。 

  水飲み場、足洗い場及び便所を設置する。 

イ 駐車場 

  駐車場は、教職員及び来客用の必要台数として 30 台程度を確保する。 

  周辺公共施設と連携し、イベント時は総合支所駐車場を使用するなど、敷地

を有効に活用できるよう工夫する。 

ウ 植栽 

  敷地の外周部等に、四季を感じることのできる樹木の植栽、花壇の設置等を

し、緑豊かな環境を創造する。 

エ その他 

  スクールバスの乗降及び待機スペースは、総合支所敷地内の住民バス停留所

の使用を想定する。ただし、児童の安全、利便性、多世代交流等を考慮して計

画する。 

  スクールバスの乗降及び待機スペースから正門まで、児童が安全に通学でき

るよう、歩車分離や駐車場出入口との交錯防止等、交通安全対策を図るととも

に、教職員の目が届くように配慮する。 

  雨天時でも児童が集合できるような空間として、半屋外スペースの配置を検

討する。 

  北上小学校では、学年ごとに工夫したあいさつ運動を展開するなど、あいさ

つへの取り組みを活発に行っている。この姿を地域の方が見られるよう、施設

配置や登下校路等に配慮する。 

  太鼓の発表や練習場所等を想定し、太鼓が収納可能なスペースを設ける。 
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必要諸室リスト（1/2） 

 

  ※面積は参考値である  

現・北上
小学校

参考面積
（㎡）

普通教室 5 6 360

普通教室（大） 1 － －

特別支援学級（小） 2 － －

特別支援学級 1 2 90

多目的教室 － 1 90

多目的スペース － 適宜 240

小　　計 6 9 780

メディアセンター － 1 180

図書室 1 － －

コンピューター教室 1 － －

小　　計 2 1 180

理科教室 1 1 60

理科準備室 1 1 30

音楽教室 1 1 90

音楽準備室 － 1 30

図画工作教室 － 1 60

図画工作準備室 － 1 30

家庭教室 1 1 90

家庭準備室 － 1 30

外国語活動室 － － － 他室と共用

生活科教室 － － － 他室と共用

小　　計 4 8 420

校長室・応接室 1 1 30

職員室・事務室 1 1 90

保健室 1 1 60

会議室 － 1 60

教育相談室 － 1 30

その他
（放送室、児童会室、防災関
連室、更衣室（教職員用）、書
庫、資料室、教材室、印刷
室、給湯室）

適宜 適宜 180

小　　計 3 5 450

ランチルーム － 1 220 200席程度

その他（給食搬入口、配膳
室・ワゴンプール）

適宜 適宜 50

小　　計 270

歴史展示スペース － 適宜 適宜 面積はその他面積に含む

PTA室 － 1 30

便所（児童用） 3 2 120

児童用更衣室 － 適宜 適宜

その他（洗面所、廊下、階段
等）

適宜 適宜 750

小　　計 900

3,000

室　　　　　名
新設・北上小学校

部屋数 部屋数

給
　
食

共
用
部

校舎棟合計

校
舎

教
　
室

特
別
教
室

管
理
諸
室

メ
デ
ィ
ア

セ
ン
タ
ー
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必要諸室リスト（2/2） 

 

  ※面積は参考値である 

 

現・北上
小学校

参考面積
（㎡）

屋内運動場 1 1 660 アリーナ

ステージ、控室 1 1 120

器具庫 1 1 60

更衣室、便所、玄関、洗面所 適宜 適宜 60

900

プール 1 1 570 25m×5コース

更衣室、便所、プール用シャ
ワー、機器・機械

適宜 適宜 適宜

700

部屋数

プール合計

室　　　　　名
新設・北上小学校

部屋数

そ
の
他

体
育
館
等

プ
ー

ル

体育館棟合計
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(5) 構造計画 

① 耐震性能 

耐震安全性は、官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（平成 25 年 3 月）に基づ

き、児童の安全性に配慮し検討する。 
 

部 位 分 類 耐震安全性の目標 

構造体 Ⅱ 類 

大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく建築物

を使用できることを目標とし、人命の安全確保に加えて機

能確保が図られるものとする。 

建築非構

造部材 

A 類 

 

大地震動後、災害応急対策活動等を円滑に行ううえ、又

は危険物の管理のうえで支障となる建築非構造部材の損

傷、移動等が発生しないことを目標とし、人命の安全確保

に加えて十分な機能確保が図られるものとする。 

建築設備 乙 類 
大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図

られていることを目標とする。 

 

② 構造・階数 

構造は、安全性、機能性、快適性、経済性に配慮するものとし、以下を基本とし

て検討する。 

・校 舎：鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造・木造 2 階または 3 階 

・体育館：鉄骨造 1 階 

 

(6) 設備計画 

設備は、安全性、快適性、省エネルギー性、経済性、メンテナンス性に配慮するも

のとする。 

 

① 電気設備計画 

ア 照明・電灯コンセント設備 

  自然採光を積極的に取り入れ、また、高効率型器具、省エネルギー型器具等

の採用を積極的に行う等、照明負荷の削減について、十分配慮した計画とする。 

  照明は、各室の利用用途に応じた消点灯方法とし、省エネルギー化を図る。 

 

イ 情報通信設備 

  各諸室において、必要に応じて有線 LAN を利用することができるよう整備す

る。 

  LAN 技術の革新に対応する配線交換の容易な設備を設置する。 

ウ 誘導支援設備 

  必要に応じ、出入り口等にインターホン等を設置する。 
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エ 校内放送・テレビ受信 

  職員室からグラウンドを含めた校内全体への放送設備を設ける。 

  テレビ放送受信設備の設置を適切に行う。 

  放送室には、各種イベントに対応できる放送設備を計画する。 

 

オ 受変電設備 

  受変電設備、分電盤、制御盤等について、適切に整備する。 

 

カ 警備設備 

  警備システムについては、機械警備を基本とし、監視カメラや監視モニター

を必要に応じて設置する。 

 

② 給排水衛生設備 

  衛生器具類は、ユニバーサルデザインに十分配慮し、かつ、節水型の器具を

採用する。 

 

③ 空調換気設備 

  冷房設備は、必要に応じて整備する。 

  暖房設備については、足元が暖まりやすいよう工夫するとともに、維持管理

費の抑制に配慮する。 

  シックスクール対策として、各諸室において十分な換気（湿気・結露対策）

ができるよう配慮する。 

  普通教室及び屋内運動場等については、風通し（自然換気）に十分配慮する

等、夏の高温防止対策を講じる。 

 

(7) 防災安全計画 

① 安全性の確保 

  児童の利用に際し、安全性を確保した施設として整備する。 

  ガラス窓のある開口部については、強化ガラス及び飛散防止フィルムを採用

する等、ガラスの衝突安全性を確保する。 

  不審者対策や不法侵入防止について、施設の保安管理に留意した計画とする。 

 

② 防災機能の確保 

  地震等の自然災害発生時や非常時における安全性の高い施設とする。 

  「公共施設における防災機能等の強化に関する基本方針（石巻市）」に基づき、

防災機能として必要な設備（非常用電源、通信機器等）、備品を整備する。 
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【参考資料】 

1 北上小学校建設基本構想検討委員会 

(1) 設置要綱 

 

 (設置) 

第１条 北上小学校建設に関する基本構想(以下「基本構想」という。)の策定に当たり、広 

 く市民や専門家の意見を反映させるため、北上小学校建設基本構想検討委員会(以下「検 

 討委員会」という。)を設置する。 

 (所掌事項) 

第２条 検討委員会は、基本構想の策定に関し、次に掲げる事項について協議及び検討を 

 行い、その結果を教育長に報告するものとする。 

 (1) 北上小学校建設に向けた学校の基本的な運営に関すること。 

 (2) 北上小学校建設に向けた施設の規模、機能、内容等に関すること。 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、基本構想に関し必要な事項 

 (組織) 

第３条 検討委員会は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。 

 (1) 北上小学校及び北上中学校の保護者を代表する者 

 (2) 北上地区の住民組織を代表する者 

 (3) 学校建設に関し学識経験を有する者 

 (4) 北上小学校及び北上中学校の教職員 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める者 

 (任期) 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から検討委員会が第２条に規定する報告を行った日まで 

 とする。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 (委員長及び副委員長) 

第５条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 委員長は、検討委員会を代表し、検討委員会の会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、 

 その職務を代理する。 

 (会議) 

第６条 検討委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 検討委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決すると 

 ころによる。 
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４ 委員長は、必要があると認めるときは、検討委員会の会議に委員以外の者の出席を求 

 め、意見及び説明を求めることができる。 

 (庶務) 

第７条 検討委員会の庶務は、学校施設整備室において処理する。 

 (その他) 

第８条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が 

 会議に諮って別に定める。 

   附 則 

 (施行期日) 

１ この告示は、平成２６年７月１日から施行する。 

 (最初の会議の招集) 

２ 委員が委嘱された後、最初に招集すべき会議は、第６条第１項の規定にかかわらず教 

 育長が招集する。 
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(2) 委員名簿・体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○検討委員会委員 敬称略

所　　　　　属 職 氏　　名 備 　考

石巻市立北上小学校父母教師会 会　長 青 山　英 幸

　　　　　　　　〃 副会長 佐 藤　幸 悦

石巻市立北上中学校父母教師会 顧　問 大 槻　良 一

　　　　　　　　〃 会　長 髙 橋　陽 子

北上地区まちづくり委員会 会　長 佐 藤　富士夫

北上地区区長会 会　長 佐 藤　栄 記

東洋大学 名誉教授 長 澤　 悟

東北大学大学院 教　授 小野田 泰 明

石巻市立北上小学校 校　長 橋 本　惠 司

石巻市立北上中学校 校　長 阿 部　俊 男

石巻市立相川保育所 保護者 岸 浪　 徹

石巻市立橋浦保育所 保護者 今 野　久美子

○オブザーバー

所　　　　　属 職 氏　　名 備 　考

国立教育政策研究所文教施設研究センター 総括研究官 福 手　孝 人

北上総合支所 次　長 岸 野　正 幸

北上総合支所 地域振興課 課　長 武 山　泰 徳

       〃          〃 課長補佐 今 野　 浩

       〃          〃 主　事 菅 井　泰 弘

委　員　名　簿

北上小学校建設基本構想検討委員会　
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北上小学校移転新築事業に関する体制図

検討委員会

（所掌）

○基本構想・基本計画（案）
の検討

○報告書の作成

（委員構成）

保護者代表、地域住民代表、
学校教職員、学識経験者等

検討委員会事務局（学校施設整備室）

教育委員会

○検討委員会の設置
○基本構想・基本計画の決定

市役所関係部局

○担当施策との調整

北上総合支所、復興
政策部、子育て支援
課等

検討委員会の運営

委員委嘱 検討結果の報告

オブザーバー
として参加

意見調整等

地域住民

意見交換会や説明会
への参加 地域住民代

表の参画

意見交換会
等の開催

（関係課）

委託業者

業務委託

（委託内容）

○基本構想・基本計画（案）
の作成支援

○検討委員会の運営補助
○意見交換会・説明会等の
運営補助

○関係法令・諸条件の整理

基本構想・
基本計画
の作成支
援等

国立教育政策研究所
文教施設研究センター

オブザーバー
として参加

技術支援
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(3) 検討の経緯 

 

会 議 開催月日 協 議 内 容 等 

第１回 
平成２６年 

９月２９日 

１ 基本構想検討体制及びスケジュール（案）について 

２ 北上小学校の現状について 

・ 復興計画（まちづくり計画）及び建設予定地の状況につい

て 

・ 移転新築する学校のコンセプトについて 

３ 基本構想策定方針（案）について 

第２回 
平成２６年 

１１月５日 

１ 基本構想策定方針（案）について 

２ 必要諸室（案）について 

・ 北上小学校教職員との意見交換会について 

・ 必要諸室（案）について 

第３回 
平成２６年 

１２月１２日 

１ 北上小学校移転新築事業の進行イメージについて（報告） 

・ 学校の復興とまちづくりに関する調査研究事業の取り組み

について 

・ 建設基本構想検討委員会の協議内容について 

２ 基本構想策定方針（案）について 

３ 必要な機能等の検討について 

・ 北上地域まちづくり委員会（分科会）の状況について 

・ 北上総合支所等の整備計画について 

・ グループ討議 

第４回 
平成２７年 

１月２８日 

１ 北上小学校建設基本構想・基本計画（骨子）（案）について 

２ 必要諸室、施設配置等の検討について 

・ 北上小学校児童・保護者アンケートの結果について 

・ 施設配置（素案）について 

・ グループ討議 

第５回 
平成２７年 

２月２５日 

１ 北上小学校建設基本構想・基本計画（骨子）について 

２ 施設配置（案）について 

３ 北上小学校建設基本構想・基本計画（案）について 

第６回 
平成２７年 

３月２４日 
１ 北上小学校建設基本構想・基本計画（案）について 

 

○会場：石巻市北上総合支所  
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2 教職員との意見交換会報告書 

(1) 開催目的 

学校は第一に教育の場であり、児童と生活を共にする教職員から意見や要望を聞き取

りながら計画をまとめていくことも重要であることから、教職員の立場からの学校づく

りについて、意見交換会を実施した。 

 

(2) 開催概要 

 

会 議 開 催 月 日 参 加 者・内 容 

第１回 
平成２６年１０月１４日 

午後１時３０分～３時３０分 

北上小学校の教職員等 ５人 

 ・諸室の在り方について検討 

第２回 
平成２６年１０月２８日 

午後３時１５分～４時４０分 

北上小学校の教職員等 １８人 

 ・３グループに分かれて、テーマごとに必

要諸室を検討 

 ・グループ編成は、グループごとのテーマ

について、関連する校務を分掌する教職

員を割り当てた 

 ・諸室や配置の考え方、必要な機能等につ

いても検討 

第３回 
平成２６年１２月９日 

午後１時３０分～３時４０分 

北上小学校の教職員等 ３人 

 ・施設配置案について検討 

 ・諸室の在り方、周辺公共施設との連携に

関しても検討を実施 

 

○会場：石巻市立北上小学校 
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(3) 主な意見 

① 第１回意見交換会 

ア 多目的（オープンス）ペースについて 

  特別支援学級の子供たちがクールダウンする場所としてデンは有効と思われる。 

  １フロアー毎に多目的（オープン）スペースを設けていた学校で勤務した経験が

あるが、様々な使用用途があり教育の幅が広がると感じた。ただし、広いスペース

があると掃除が大変になると感じた。 

  オープン教室には興味があるが、オープン教室で授業を実施したことがないので

不安である。オープン教室を導入するのであれば、授業手法を含めた検討が必要。 

イ 管理諸室について 

  職員室を１階に配置した場合、敷地全体を見渡せないので死角が多くなるという

問題がある。一方、２階に配置した場合、来客対応が難しい。また、建設予定地で

は津波を想定する必要はないので１階に配置することで良いのではないか。 

  事務室と職員室が離れていると何かと不便なので、一体型が望ましい。また、職

員室は玄関付近に配置することが望ましい。 

  保健室は、教育相談室を併設し、シャワールーム（温水）・汚物流し（おもらし

対応）・エアコン・ベット２台・診察台１台を設置することが望ましい。また、校

庭から直接出入りできるようにするとともに足洗い場も設置することが望ましい。

職員室とは多少距離を取る方が望ましい。 

  教育相談室は、廊下側と保健室側にそれぞれ出入口を設けることが望ましい。 

  特別支援学級にもシャワールームを設置することが望ましい。 

ウ 体育館について 

  体育館に学芸会等の備品を保管する倉庫があると良い。 

エ 北上中学校との連携について 

  メディアセンターは、中学生にも開放しても良いのではないか。 

  ダンススペースと演劇スペースを共有できるようにしたい。 

  ランチルームを保育園・小学校・中学校の交流スペースとして活用できるのでは

ないか。 

  低学年用のプールを作って、保育園児でも利用できるようにできるのではないか。 

オ 共有部について 

  手洗い場は、床が濡れないように奥行きを広げると低学年が使いにくくなるなど

計画するのが難しい。 

  便所は入口のドアレス化や乾式便所とすることが近年では多いようだ。 
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カ 設備計画について 

  学校を計画する際は維持管理費についても考慮する必要がある。特に冬場は、北

国であるため暖房費が高くなる。また、暖房設備を稼動させても足元が温まりにく

いので空調設備について考慮が必要。 

  空調設備等を職員室で統括管理するかどうかも検討が必要。 
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② 第２回意見交換会 

ア 教室 

  普通教室は、教室の大きさは広い方が良い（横幅 9m×8m 程度）。可動間仕切り

（引き戸等）のあるオープン教室が希望。教室は片廊下型が良い。 

  2 階建てで、1 フロアに全学年の教室が配置されると良い。難しいようであれば、

高学年のみ上階に配置する方向で検討してほしい。 

  多目的（オープン）スペースは、死角のないように計画してほしい。 

  特別支援教室は、普通教室 3 室分はほしい。シャワールーム、畳の部屋、パニッ

クルーム（クールダウン）は必要。 

  普通教室のまわりに小さな図書スペースがあった方が良い。 

イ 特別教室 

  理科教室は、現状では狭いので 85 ㎡はほしい。教室は自然光が入ると良い。 

  生活科の授業のためのスペースが必要。ただし、専門の部屋である必要はなく、

交流スペースなどを生活科の授業で使えると良い。150 ㎡あると良い。 

  音楽教室は、別のパートごとに練習できるよう、移動壁で区切れると良い。楽器

を置く準備室がほしい。段違いの 3 段ぐらいのステージがほしい。 

  図画工作教室は、今は理科室と共用なので、専用の教室（84.15 ㎡）があると良

い。ただし、特別な作業の時のみ図画工作室を使うので、シンプルで良い。 

  家庭教室は、１つの調理台に１つの給湯設備と２つのコンロがあると良い。災害

のときも使えるコンロがあると良い（電気調理機やプロパンなど）。 

  外国語活動室は、普通教室より少し広い部屋があると良い。ただし、多目的教室

で兼用できると良い。 

  パソコン教室、図書室が、メディアセンターとしてひとつになると良い。今の図

書館は狭すぎる。読むスペース＆自習室に使えるスペースがあると良い。本とパソ

コンを使って調べ、レポートを書くなど、作業する机があると良い（自主学習用）。 

ウ 管理諸室 

  校長室は、応接室を兼ねる。 

  職員室は、今よりもう少し広くして、７～８人くらいで使える打合せスペースを

設ける。校庭を見晴らせる場所に配置する。 

  職員会議室は、今の教職員全員が一度に会議できる規模とし、PTA も使えるよ

うにする。 

  保健室は、今よりもっと広くしてほしい。シャワーブースを設ける。教育相談室

との間に、児童が集える場所を設ける。 

  教育相談室は、カウンセラー・担任・保護者対児童が個人面談できる部屋とする。 

  用務員作業室は、普通教室の半分か、資料室くらいの広さがほしい。 
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  放送室は、規模などは今と同じくらいで、運動会で機材を使うことを想定し、校

庭が見える場所に配置する。 

  児童会室は、児童 15 人くらいが会議できる部屋とする。 

  ３校の校旗を展示できるようなホール又は多目的（オープン）スペースがほしい。 

エ 給食 

  ランチルームは、中学生も一緒に会食できる広さ（200 名程度）がほしい。音楽

室を隣接させ、ミニコンサート等を開催できるようにしてほしい。 

オ 共用部 

  玄関・昇降口はバリアフリーとし、明るい空間とする。 

  便所は、衛生面を考えると、ドアレス化が望ましい。学年に応じた大きさの便器

とする。児童は使い慣れないので和式は不要。 

  廊下や階段は、避難を考えた動線・十分な広さを確保する。 

  防災関連教室（52.4 ㎡）がほしい。上の階に、備蓄食料保管、毛布・マット等

備品保管場所がほしい。 

  屋外ピロティがほしい。雨天時でも濡れずに作業できるように、広くて水はけの

良いスペース。屋根は高いと良い。 

カ 屋内運動場 

  屋内運動場は、ミニバスケットコート 2 面分とれる広さが必要。冷暖房設備があ

ると良い。 

  体育館の更衣室のシャワールームにはお風呂があると良い。災害時に使える。 

  体育館の器具庫は 100 ㎡あると良い。壁のある一面全部を倉庫にしてほしい。 

キ プール 

  プールは、体育館屋上に整備し、屋根付きで開放できるものが良い。低学年用の

浅いプールは必要なく、普通のプールで良い。 

ク 校庭 

  校庭は、人工芝が良い。消えないラインが予め引いてあると良い。 

  200ｍトラックと直線コースが必要。サッカーゴールが必要。防球ネットは校庭

四方を取り囲むように設置してほしい。 

  畑、地層が見られる場所（人工的に作る）、築山があると良い。 

  遊具のためのスペースがいっぱいとれると良い。水道が必要。 

  校庭と校舎の間に（校庭と校舎をつなぐ）ピロティがあると良い。 

  駐車場は、屋根のあるところ、体育館地下に 100 台分あると良い。 

  グラウンドのすぐ脇に、倉庫と大きな道具を出し入れ収納できる大容量な建物が

ほしい。倉庫内にも換気設備があると良い。 
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③ 第３回意見交換会 

ア 配置案について 

  災害時の支所との連携を考えると、学校と支所の間にグラウンドがある方が良い。 

  プールは、必ずしも地上でなくとも良いのではないか。安全面を考えると、屋上

にあった方が良いかもしれない。西側の住宅地（地盤高が学校より高い）から土砂

が飛来するので、なるべく離す方が良い。また、水温の関係で、なるべく日照時間

が長い方が良い。なお、中学校のプールは水深が深いため、兼用することは難しい。 

  グラウンドは 200m トラック、100m 直線程度の広さを確保したい。校舎を小さ

くすることで、遊具の面積を確保するように検討する。 

  頻度は多くないが、積雪や凍結の恐れがあるため、スクールバスの駐車場は、日

陰になるような場所は避けたい。 

  雨の日は、車に乗せられて登校する児童もいるので、道路に車寄せを設けられる

か検討する。なお、スクールバスの対象は 4km 以上で、現校舎から建設予定地ま

では 4.2km 程度となっている。 

  駐車場は、職員分＋数台程度あれば良い。イベント時には、中学校の駐車場等を

利用させてもらうなど運用面での工夫で対応可能。 

  中庭は、低学年用に遊具を置くなど工夫ができそうで良い。 

  職員室と保健室が離れるのは心配であるため、渡り廊下でつなぐなどの工夫が必

要である。 

イ 諸室について 

  児童数は、現在 5 年生が 20 人であるが、4 年生以下は 15 人前後であり、今後も

同程度であると思われる。このため、教室の広さは、64 ㎡程度でも問題ないと考

えられる。 

  ランチルームは、学年を超えた交流が行える点が特に魅力である。多目的教室と

は併用しないことを基本に、本校の特色ある施設として検討したい。運用面では、

毎日の給食で使用することも検討する。 

  ランチルームでは、近くの老人ホームの方を招いたり、家庭科の授業で講師を招

いた時に家庭教室で調理したものを食事することも想定される。 

  特別支援学級は、担任教師が児童のそばを離れる時間が少ないようにできると良

い。職員室の近くへの配置や、教師コーナーの設置などを検討する。 

  家庭教室には、現在、作業台が児童用 6 台＋教員用が設置されている。新校舎に

は児童用 4 台＋教員用程度あれば良い。 

ウ 中学校との連携、総合支所との連携、地域交流 

  放課後児童クラブの児童は、下校時間まではグラウンドを使って良い。 

  体育館は、放課後、中学生が部活動で利用することが想定される。 
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  現在、中学生による読み聞かせ活動が各教室で行われているが、新校舎では図書

館などで行えると良い。 

  地域交流は、総合の授業の一環として行うことを想定している。地域住民が公民

館等のように自由に校舎内に出入りすることは想定していない。 

エ 北上地区・旧小学校の特徴など 

  相川小学校では、地域の学習の一環として海水魚を飼育していた。漁業が盛んな

地区でもあり、漁師を目指す児童も多かった。 

  伝統芸能ではないが、北上太鼓の練習をしており、地域のイベントなどとして披

露している。 

  本校では、6 年生が葦を手すきして卒業証書を作成する取り組みを行っており、

定着を期待している。 

  北上小学校にはビオトープがある。好きな児童は興味を示すが、維持管理が大変

である。 
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3 児童・保護者アンケートの結果報告書 

(1) 目的 

本調査は、検討委員会で協議する際の参考とするため、小学校全校児童とその保護者

及び保育所の保護者に対し、移転新築する北上小学校に関する意見や要望について、ア

ンケート方式により実施するもの。 

 

(2) 実施方法 

① 対象者 

  ・北上小学校の全校児童とその保護者 

  ・相川保育所、橋浦保育所、吉浜保育所の保護者 

    ※北上小学校に児童がいる保護者については、小学校の対象者とする。 

② 配布・回収 

  ・学校及び保育所を通じ、児童等を介してアンケート用紙を配布・回収する。 

③ 実施期間 

  ・配布日 平成２６年１２月２２日（火） ※小学校二学期終業式 

  ・回収日 平成２７年 １月 ８日（木） ※小学校三学期始業式 

 

(3) 調査項目 

   問１ 新しい学校で、特に良くして欲しい教室や場所は、ありますか。 

   問２ 新しい学校は、どのような学校だと、いいですか。【児童】 

      新しい学校に、欲しい機能や役割などは、ありますか。【保護者】 

   問３ 今の学校から、新しい学校に、引き継いで残したいものは、ありますか。 

 

(4) 結果 

① 回収状況 

  ア 北上小学 校 ・児 童：８０通 

           ・保護者：７０通 

  イ 保育所保護者 ・相川保育所：１０通 

           ・橋浦保育所：１８通 

           ・吉浜保育所： ２通 
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② 回答状況（主な回答内容）           

 

 問１ 新しい学校で、特に良くして欲しい教室や場所は、ありますか。 
 

 北上小学校 
保育所保護者 

児 童 保護者 

回 

答 

内 

容 

トイレ（13） トイレ（20） 普通教室（11） 

普通教室（9） 普通教室（14） 校 庭（7） 

プール（6） 駐車場（6） 図書室（6） 

図書室（6）   

遊 具（6）   

※複数回答（カッコ内は件数） 

 

 問２ 【児 童】新しい学校は、どのような学校だと、いいですか。 

    【保護者】新しい学校に、欲しい機能や役割などは、ありますか。 
 

 北上小学校 
保育所保護者 

児 童 保護者 

回 

答 

内 

容 

あいさつする学校（11） エアコンの整備（4） 避難場所（5） 

楽しい学校（9） バス通学（3） 学童保育を設ける（4） 

きれいな学校（6） パソコンで学ぶ（3） バス通学（2） 

体育に力を入れる（6） 学童保育を設ける（3） 安全な学校（2） 

 郷土愛を育む（2）  

 自然と触れ合える（2）  

※複数回答（カッコ内は件数） 

 

 問３ 今の学校から、新しい学校に、引き継いで残したいものは、ありますか。 
 

 北上小学校 
保育所保護者 

児 童 保護者 

回 

答 

内 

容 

太鼓・ソーラン節（24） 太鼓・ソーラン節（20） 伝 統（5） 

あいさつ運動（7） 伝 統（15） イベント（2） 

伝 統（5） 旧三校の記録（3） 震災の記録（2） 

  避難訓練（2） 

  あいさつ運動（1） 

  バス通学（1） 

※複数回答（カッコ内は件数） 
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石巻市教育委員会 

［移転新築する北上小学校に関するアンケート］ 

あたらしい学校
が っ こ う

についての 

    児童
じ ど う

アンケート 
 

あたらしい北上
きたかみ

小学校
しょうがっこう

について、みなさんの考
かんが

えを聞
き

かせてください。 
 

 

■性別
せいべつ

： 男
おとこ

・ 女
おんな

（○で囲
かこ

む）   ■学年
がくねん

：   年生
ねんせい

 
 

［質問
しつもん

１］あたらしい学校
がっこう

で、とくに良
よ

くしてほしい教 室
きょうしつ

や場所
ばしょ

は、ありますか。  
どこですか？ 

（下
した

の表
ひょう

からえらんでください） 
どうしてですか？（くわしく書

か

いてください。） 

  

  

  
 

［質問
しつもん

２］あたらしい学校
がっこう

は、どのような学校
がっこう

だと、いいですか。  

○○な学校
がっこう

、○○できる学校
がっこう

 どうしてですか？（くわしく書
か

いてください。） 

  

  

  
 

［質問
しつもん

３］いまの学校
がっこう

から、あたらしい学校
がっこう

に、ひきついで残
のこ

したいものは、ありますか。 

     （たとえば、部屋
へ や

、場所
ば し ょ

、もの、伝統
でんとう

、活動
かつどう

、考
かんが

え方
かた

 などです。） 
 

何
なに

 を ？ どのように残
のこ

したいですか？ 

  

  

  

 
 

【 表：学校施設の例 】 

校 舎：普通教室、特別支援教室、多目的室、図書室、理科室、音楽室、家庭科室、図工室、コンピューター室 

     校長室、職員室、保健室、放送室、会議室、昇降口、廊下、階段、水飲み場、トイレ、来客用玄関 

体育館：床面（コート）、ステージ、更衣室、水飲み場、トイレ、器具庫、暖房、出入口 

プール：プール、プールサイド、更衣室、シャワー、トイレ 

校 庭：校庭、トラック、遊具、砂場、飼育小屋、水飲み場、トイレ、駐車場、倉庫  

 

書き終わったアンケートは、平成２７年１月８日（木）に、担任の先生へ提出してください。 
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平成２６年１２月２２日 

 

 保護者の皆様へ                            石巻市教育委員会 

 

移転新築する北上小学校に関するアンケートについて（お願い） 
 

石巻市教育委員会では、移転新築する北上小学校について検討するため、地域組織や保

護者の代表者、学識経験者等で構成された「北上小学校建設基本構想検討委員会（以下、

検討委員会）」を本年９月に設置し、望ましい学校像について協議を行っております。 

このアンケートは、今後の検討委員会における協議の参考とするため、小学校児童とその

保護者及び保育所保護者の皆様方に、移転新築する北上小学校についてお伺いするものです。 

何かとお忙しいこととは存じますが、アンケートにご協力下さいますようお願いします。 

 
■性別：男・女（○で囲む） 

 
［質問１］新しい学校で、特に良くして欲しい教室や場所は、ありますか。  

どこですか？ 
（下の表からお選び下さい） 

どうしてですか？（具体的にご記入願います。） 

  

  

  
 
［質問２］新しい学校に、欲しい機能や役割などは、ありますか。  

何 を ？ 
（ソフト面でも結構です） 

どうしてですか？（具体的にご記入願います。） 

  

  

  
 
［質問３］今の学校から、新しい学校に、引き継いで残したいものは、ありますか。 
     （例：施設、備品、伝統、活動、思想など） 
 

何 を ？ どのように残したいですか？ 

  

  

  

 
 

【 表：学校施設の例 】 

校 舎：普通教室、特別支援教室、多目的室、図書室、理科室、音楽室、家庭科室、図工室、コンピューター室 

     校長室、職員室、保健室、放送室、会議室、昇降口、廊下、階段、水飲み場、トイレ、来客用玄関 

体育館：床面（コート）、ステージ、更衣室、水飲み場、トイレ、器具庫、暖房、出入口 

プール：プール、プールサイド、更衣室、シャワー、トイレ 

校 庭：校庭、トラック、遊具、砂場、飼育小屋、水飲み場、トイレ、駐車場、倉庫  
 
○保護者用アンケートが２枚届いた場合、ご回答は１枚のみで結構です。 

○回答後のアンケートは、平成２７年１月８日（始業式）に、お子さんを通じ担任の先生へ提出願います。  
～ ご協力ありがとうございました ～ 


